
 

 

 

戸田市は、北戸田駅前地区の地区まちづくりを推進するため、北戸田駅前地区まちづくり協 議

会 との協 働 による検 討 を進 め、平 成 ２５年 ２月 に、戸 田 市 都 市 まちづくり推 進 条 例 

に基 づく 「北 戸 田 駅 前 地 区 地 区 まちづくり協 定 」 を策 定 しました。 

この手引書は、本協定の内容やポイントについて、皆様にわかりやすくご理解いただく 

目的で作成されたものです。本地区内で建替えや新築等を行う際にご活用ください。 
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活力、美力がいっぱいの、みんなで育む新たな北戸田 

目標１

目標２

目標３

１   北戸田駅前地区の目指すまちづくりとは 

戸田市では、本地区を「活気あふれる新生活拠点」として位置づけ、新曽第一地区土地区画整理事業

や駅前再開発事業により、新しいまちづくりを進めています。 

このような中、本地区は、戸田市都市まちづくり推進条例（以下「条例」といいます。）に基づく「ま

ちづくり推進重点地区」に指定され、同条例による「北戸田駅前地区地区まちづくり構想」（以下「構

想」といいます。）が平成２２年３月に策定されました。 

本地区は、次に示すように構想で掲げられた将来像やまちづくりの目標に基づき、本市の拠点地域の

一つとしてまちづくりを推進していきます。 

 

 

 
 
 

 
※美力【みりょく】：良好なまちなみ景観形成等による地域の魅力・価値を高めるに値する、「ま

ちの美しさ」を表現した言葉です。 
 

 
 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜北戸田駅前地区の将来像＞ 

○美しく魅力的なよそおいによる、新たな景観づくり 
○人と環境にやさしいまちづくり 
○緑などのうるおい空間づくり 

○駅前の立地特性を活かした、土地の有効活用による顔づくり 

○安全・安心に暮らし、過ごせる環境づくり 

○快適・便利に生活できる環境づくり 

○地域の魅力を高め、生活を豊かにするにぎわい空間づくり 

○地域の発展を促進する、活力あるまちづくり 

○みんなで考え創り続けるまちづくり 

■安全・快適・便利な生活を実現する中心地区づくり 

■美しく快適な都市環境づくり 

みりょく 

■地域の発展を支える新しい魅力・活力づくり 

＜北戸田駅前地区のまちづくりの目標＞ 
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２   地区まちづくり協定とは 

 

２－１ 協定の位置づけ 

 

地区まちづくり協定とは、戸田市都市計画マスタープランの地区詳細版として位置づけられ、構

想に基づく地区まちづくりを推進するためのルールで、市と地区住民等及び事業者が取り決める

“まちづくりに関する約束事”です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「戸田市都市まちづくり推進条例のあらまし」 
 

 

２－２ 協定の策定経緯 

北戸田駅前地区地区まちづくり協定（以下「協定」といいます。）は、地区内の土地・建物権利

者で構成される「北戸田駅前地区まちづくり協議会（※）」（以下「協議会」といいます。）と戸田

市の協働による検討を通じて策定されました。 

協議会では、まちの現況把握や課題整理のほか、まちづくり先進地事例視察等を通じて必要なル

ール項目を検討するとともに、住民向けのアンケートや説明会等を開催し、地区住民等の意向を踏

まえたルールづくりを行いました。 
 

 

●ワークショップ等による検討 
 

●先進地事例視察による研究 
 

●地区住民等への説明会の開催 

（※）協議会は、平成１３年５月に設立され、住民主体で取り組む地区まちづくりの担い手として、これま

で構想や協定の検討を行ってきました。協議会は協定の策定という目標を達成し、活動に区切りを迎

えたため、平成２４年度に解散しています。 
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２－３ 協定の概要                      【参照】 資料編 （ｐ36,37：協定の全文） 

（１）協定の構成 

協定は、前文と全1２条で構成されています。 

 

条文 内容 条文 内容 

前文 ※協定策定経緯と戸田市の責務 第６条 ■協定の対象者 

第１条 ■協定の名称 第７条 ■地区まちづくり協定 

第２条 ■協定の位置づけ 第８条 ■協定の遵守 

第３条 ■協定の目的 第９条 ■地区まちづくりへ活動への参加 

第４条 ■用語の定義 第１０条 ■協定の手続き 

第５条 ■協定の適用区域 第１１条 ■協定の変更又は廃止 

  第１２条 ■その他 

 

（２）協定に定めるルール 

協定のルールは第７条に規定されています。ルールは全部で２０あり、必ず守らなければならな

い遵守ルール（義務規定）と、積極的にご協力をいただく協力ルール（努力規定）があります。 

 

ルールの分野 種別 ルールの項目 
ルール

の 数 

（1） 土地利用 

 にぎわい空間の形成 遵守 にぎわい空間の形成 1 

（2） 市街地整備 

 中心地区づくり 遵守 中心地区づくり 1 

（3） 交通・移動環境 

 

 

 

1） バリアフリー化 遵守 埼玉県福祉のまちづくり条例の遵守 1 

2） 安全・快適な交通・移動環境の確保 協力 

1.道路・歩道等の使い方 1 

2.安全・快適な交通・移動環境の確保 1 

3.前面道路からの壁面後退部分の使い方 1 

3） 安全・快適な交通・移動環境の維持管理 協力 前面道路等の美化 1 

（4） 公園・緑環境 

 

 

1） 華やかでうるおいある駅前空間の創出 協力 緑の配置 2 

2） 建物・敷地内緑化 協力 
1.壁面・開口部等の緑化 2 

2.敷地内の緑化 2 

3） うるおいある緑環境の維持管理 協力 
1.緑化部の維持管理 1 

2.公園・街路樹等の美化 1 

（5） 防災・防犯 

 

 

1） 地区の防災機能を高める緑化等 協力 耐火性を考慮した樹種等の選定と適正な維持管理 2 

2） 地区の防犯機能向上 協力 
1.建築物等の配置・形態 1 

2.防犯に配慮した照明等の設置 1 

3） 犯罪の少ない地域社会の実現 遵守 戸田市みんなでつくる犯罪のないまち条例の遵

守 

1 
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２－４ 協定の対象                             

（１） 協定の適用区域 

協定の適用区域は、JR埼京線北戸田駅周辺の下図の約11.7ｈａとなります。 

 
■ 適用区域 (協定第５条別図） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 協定の対象者 

この協定の対象となるのは、下記の建築行為等（鉄道施設に係る建築行為等を除く。）を行う地

区住民等及び事業者の方となります。 

 
 
 

 

（１） 建築物の建設【注 1】 （４） 建築物等の用途の変更 

（２） 開発行為その他の土地の区画形質の変更【注 2】  （５） 建築物又は工作物の形態の変更【注 4】 

（３） 工作物の建設【注 3】                     （６） その他この協定の内容に係る行為【注 5】 

第 6 条関係 対象となる建築行為等 

【注 1】建築物の新築、一定規模の増築・改築、移転のことをさします。 

【注 2】開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をさします。

本協定では、面積に関わらず、すべての開発行為その他の土地の区画形質の検討を対象とします。 

【注 3】本協定では、建築基準法第６条に規定されている確認申請を必要とする工作物を対象とします。 

【注 4】形態の変更とは、建ぺい率、容積率、道路斜線、隣地斜線、北側斜線、建築物の高さの変更をさします。 

【注 5】（１）～（５）の建築行為以外で、協定第７条の規定に関連する行為をさします。 

【注 6】（２）～（６）については、その建築行為等が係るルールが適用の対象となります。 
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３   協定の手続き 

 

３－１ 手続きの流れ                   【参照】 資料編 （ｐ37：第10条関係） 

 

協定の対象となる場合、建築確認申請等の30日前までに届出を行い、協定との適合審査を受け

る必要があります。 

 
■ 手続きの流れ ＜               ＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※北戸田駅前地区で建築行為等を行う場合は、下記の例に示す各種法規制等に基づく手続き等

が必要になる場合があります。協定の手続きは、これらの手続きと並行して進めることとな

りますので、各担当課と十分相談してください。 

＜建築基準法＞ ＜新曽第一地区地区計画＞ ＜宅地開発事業等指導条例＞ 
＜景観条例＞ ＜中高層建築物等の紛争の防止と調整に関する条例＞ 

  ：事業者等 ：市 

適合措置検討 

助言・指導 

適合措置 

届 出 ●事業者等は建築確認

申請をしようとする

日の30日前までに届

出して下さい。 

●届出書類が協定の内

容に適合しているか

審査します。 

●協定の内容に不適合

がある場合、市がその

措置を検討します。 

●必要に応じ市長が助

言・指導を行います。

●事業者等は協定に適

合するよう措置をと

っていただきます。 

●市が適合措置を確認

します。 

受 理 

適合通知書 

確 認 

工事着工 

建築確認申請 

審 査 

YES NO 
確 認 

（例） 
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３－２ 届出書類 

 

（１）対象となる建築行為等（４ページを参照）が（１）「建築物の建設に係るもの」について

は、下記の書類等を提出して下さい。提出していただいた書類等に基づき、戸田市が協定に

適合しているか審査を行います。 

（２）４ページ「対象となる建築行為等 第６条関係」（２）「開発行為その他の土地の区画

形質の変更」から（６）「その他この協定の内容に係る行為」については、その建築行

為が係るルールが適用の対象となりますので、以下②協定適合チェックシート（第１号

様式）及び③図面類については、必要なものについて記載の上、提出してください。 

 

 

 

 

① 建築行為等届出書 （戸田市都市まちづくり推進条例 施行規則第２２号様式） 

② 協定適合チェックシート （第１号様式） 

⇒ チェックシートの記載方法については、p7～9 をご覧下さい。 

③ 図面類 

⇒ 以下の提出書類を 1 セットとして、正副の 2 部提出して下さい。 

図 面 名 内       容 

位 置 図 ○当該区域、方位、道路及び目標となる地物を表示 

土 地 利 用 計 画 図 

○図中に「境界線」「道路の位置及び幅員」「建物の位置」 

「工作物の位置」「駐車場及び駐輪場の位置」「緑地位置 

（緑色塗り）」「敷地の地盤高」を記載 

敷 地 求 積 図 ○敷地の区域と面積 

緑 地 求 積 図 ○緑地の区域と面積（面積算定根拠も含む） 

施 設 断 面 図 
○「出入口部」「境界部（隣地境界含む）」「緑地部」の断

面図 

建 物 平 面 図 ○各階平面図 

立 面 図 

○2 面以上とし、最高の高さ及び外壁等には着色及び色相 

等を表示 

○門、垣等には高さ、材料等を表示 

 

 

 

■協定に適合していた場合 

① 適合通知書 （第２号様式） 

■協定に適合していない場合 

② 要請書 （第３号様式） 

建築主 戸田市  へ提出 （届出） 

建築主 戸田市  へ通知 （審査後） 

※ 委任者がいる場合、委任状（書式は任意） 
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３－３ 協定チェックシートについて 

 

（１） 基本的な考え方 

協定は、市、地区住民等及び事業者が協力して、将来にわたり計画的に地区まちづくりを進めて

いくための「まちづくりの約束事」です。よって、戸田市では、協定の対象となる地区住民等及び

事業者の皆様が、統一的・定量的な基準への適合の可否のみにしばられることなく、ルールの理念

に基づき、地区まちづくりに資する様々な創意、工夫を行っていただきたいと考えています。 

そこで、協定では、ルールへの適合を地区住民等及び事業者の方々が自ら評価していただく「自

己評価方式」を採用しています。その自己評価に基づき戸田市が審査します。 
 

 

（２） 協定チェックシートについて 

「自己評価方式」について、具体的には「北戸田駅前地区地区まちづくり協定チェックシート」

の自己評価記入欄に、各ルールへの適合状況を自己評価して記入していただきます。 

 

 

 

 

 

 

協定第７条に規定するルール 
種

別 
自己評価 記入欄 

戸田市による

審査結果 

①地域のにぎわいと魅力向上を図る

ため、多様な人々が利用できる店舗

等を配置するなどできる限り土地

の有効活用に努める。 

協
力   

 

  

（３） 自己評価記入欄の記入例 

次頁以降で、チェックシートの自己評価記入欄の記入例を紹介します。 

●協定のルールの内

容が記載されてい

ます。 

●「遵守ルール」か「協力

ルール」かの種別が記載

されています。 

●ルールの内容を踏まえ、 

自己評価を記入します。 

（対応策、工夫した点等） 

●自己評価記入欄の記載に

基づき戸田市が審査し、

その結果を記載します。 



 

 8

 ■チェックシート自己評価記入欄の記入例  （※紙面の都合上 「戸田市による審査結果」 欄は省略しています。） 
 

協定第７条に規定するルール 
種

別 
自己評価記入欄 

①地域のにぎわいと魅力向上を図るため、多様な人々

が利用できる店舗等を配置するなどできる限り土地

の有効活用に努める。 

遵
守 

例）新曽第一地区地区計画（Ｃ・Ｄ地区）の地区計画

のルールを遵守しながら、多様な人々が利用でき

る店舗を配置した。 

②新曽第一土地区画整理事業と一体的なまちづくりを

進めながら、誰もが安全・快適・便利に生活し楽し

めるように、地区計画等、関連法規制等を遵守しな

がら中心地区づくりに努める。 

遵
守 

例）新曽第一地区地区計画（Ｃ・Ｄ地区）の地区計画

のルールを遵守しながら、１階部分の壁面後退部

や道路面に対して緑化を行った。 

③埼玉県福祉のまちづくり条例（平成７年埼玉県条例

第１１号）に基づく各種整備基準を遵守し、建築物

の出入口、傾斜路、階段、敷地内の通路及び便所等

のバリアフリー化に努め、だれもが安全・安心、快

適に過ごせるよう、人にやさしい環境づくりに努め

る。 

遵
守 

例）埼玉県福祉のまちづくり条例に規定される整備基

準を遵守し、車いすを使用する方などが通行しや

すいよう出入口や通路などのバリアフリー化を行

った。 

④道路上に置き看板やゴミ箱及び商品類等は設置、放

置せず、安全・快適な交通、移動環境を確保 

する。 

協
力 

例）道路上に置き看板やゴミ箱などを設置、放置しな

いよう指導に努め、建築後も定期的な見回りを実

施する。 

⑤安全で快適な交通、移動環境の実現のために、路上

駐車・駐輪等を防ぐために必要な駐車施設を設置し、

適切な管理や車両の誘導及びマナー徹底等に努め

る。 

協
力 

例）戸田市宅地開発事業等指導条例で定められた駐車

場の設置基準を満たす駐車場を確保するととも

に、必要に応じて誘導員を配置する。 

⑥にぎわいやうるおい創出のため、新曽第一地区地区

計画に規定する壁面の位置の制限により前面道路か

らの壁面後退部分を利用する場合においては、通行

の妨げになる巨大なもの、危険を伴う鋭利なもの老

朽化したもの及び倒壊の恐れのあるものなどは設置

せず、その他歩行者等に対する安全性確保に十分配

慮する。 

協
力 

例）壁面後退部分を利用する場合は、歩行者の通行を

妨げたり、危険を伴うようなものは設置しない。

また、看板等を設置する場合は、設置後の適切な

維持管理に努める。 

⑦安全・快適な道路・移動環境を維持していくため、

日常的な前面道路の清掃等に協力し美化に努める。 

協
力 

例）定期的に路上の落葉、空き缶、吸い殻等の清掃活

動を行う。 

⑧戸田市宅地開発事業等指導条例（平成２８年告示第

２２号）に基づく緑化基準を最低限度とし、同条例

による緑化基準の対象外となる場合も、可能な限り

敷地内緑化に努める。 

協
力 

例）戸田市宅地開発事業等指導条例に基づき、緑地を

敷地面積の１０％確保した。 

例）戸田市宅地開発事業等指導条例による緑化基準の

対象外であるが、低木など植栽し敷地内の緑化に

努めた。 

⑨別図に定める駅前広場に面する側においては、華や

かでうるおいある駅前空間となるよう緑化に努め

る。 

協
力 

例）店舗の前に歩行者の通行の邪魔にならないよう配

慮しながら、フラワーポットを設置した。 

例）駅前広場に面する側を緑化するにあたって、花の

咲く樹木を選定した。 

⑩まちなかでうるおいを感じられるよう配慮して、建

物の壁面、窓・バルコニー等の開口部及び屋上等を

活用して、できる限り緑化に努める。 

協
力 

例）壁面を緑で覆うようにした。 
例）バルコニーやベランダにフラワーポットを設置す

る。 
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協定第７条に規定するルール 
種

別 
自己評価記入欄 

⑪緑化にあたっては、「戸田市建築物屋上等緑化奨励補

助金制度」や「フェルトガーデン戸田」の活用に努

める。 

協
力 

例）壁面緑化を行うにあたって、「戸田市建築物屋上等

緑化奨励補助金制度」を活用した。 
例）屋上緑化を行うにあたって、「フェルトガーデン戸

田」を活用した。 

⑫連続する緑環境を確保するため、道路に面する宅地

の接道部分には、できる限り低木や地被植物等によ

る緑化に努める。 

協
力 

例）道路に面する宅地の接道部分に低木による植栽を

行った。 

⑬緑化にあたっては、「戸田市地区計画区域内生け垣設

置補助制度」の活用に努める。 
協
力 

例）道路に面する宅地の接道部分を緑化するにあたっ

て、「戸田市地区計画区域内生け垣設置補助制度」

を活用した。 

⑭うるおいある緑環境をいつまでも美しく保つため、

緑化部の適切な維持管理に努める。 
協
力 

例）緑化部に対しては定期的に除草、間引き、水やり

などを行う。 

⑮緑豊かなまちなみや憩いの場をいつまでも美しく保

つため、地区内の公園の緑や街路樹等の保全に努め

る。 

協
力 

例）公園や街路樹等の緑の保全に努める。 
例）地区住民と協力して公園内の清掃や街路樹周りの

落ち葉拾いなどを行うよう努める。 

⑯緑化等に際しては、周囲の景観との調和を図りなが

ら、耐火性を考慮した樹種の選定に努め、地区の防

災機能向上に配慮する。 

協
力 

例）生け垣を設置するにあたって耐火性のあるサンゴ

ジュを選定した。 

⑰緑による防災機能を効果的に維持するため、緑化に

用いた緑の適正な維持管理に努める。 
協
力 

例）緑化部の定期的な剪定や枯死しないよう適切な維

持管理を行う。 

⑱人の目が届かない裏側や、見通しがきかない場所が

出来ないような建築物等の配置及び形態に配慮す

る。 

協
力 

例）道路からの視線をさえぎらないように塀を低いネ

ットフェンスとした。 
例）外部から建物の裏側に行けないよう施錠可能な門

扉を設けた。 

⑲夜間における防犯機能を強化するため、暗がりが生

じないよう敷地内や駐車場内への照明施設の設置に

努める。 

協
力 

例）戸田市宅地開発事業等指導条例に基づく防犯灯を

敷地内に設置した。 
例）敷地内駐車場に暗がりが生じないよう配慮して防

犯灯を設置した。 

⑳「戸田市みんなでつくる犯罪のないまち条例」に基

づき、地区住民等及び事業者と行政が協働して犯罪

のない地域社会を実現するため、防犯意識を高めな

がら、協力して防犯活動等に努めるとともに、居住

者等にもこれらを働きかけるよう努める。 

遵
守 

例）犯罪に対する抑止力を高めるためセキュリティシ

ステムを導入した。 
例）建物内掲示板等を活用して防犯意識の高揚に努め

る。 
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４   地区まちづくり協定の解説 

 

４－１ 土地利用に関する解説 

 

 

本地区は、戸田市都市計画土地区画整理事業による都市基盤整備にあわせて、にぎわ

いある商業業務地の形成を図るために、平成１４年 3 月に「新曽第一地区地区計画」が

都市計画決定されています。 

また、本地区は商業地域及び近隣商業地域に指定されています。建築基準法において

それぞれの地域で建築できない建築物等の用途が規定されています。 

本地区内において建築等を行う場合は、地区計画及び建築基準法に定める建築物等の

用途の制限を遵守しながら、駅前地区にふさわしい土地活用に努めてください。 

 

 

本地区で建築できない建築物等の用途について 

区 分 商業地域内 近隣商業地域内 

新曽第一地区 

地区計画 

■原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が５０㎡をこえるもの 

（作業場の床面積の合計が１５０㎡をこえない自動車修理工場を除きます。） 

■倉庫 

■性風俗関連用途等 

建築基準法 

■原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が１５０㎡をこえるもの 

（作業場の床面積の合計が３００㎡をこえない自動車修理工場及び日刊新聞の印刷

所を除きます。） 

■危険性や環境を悪化させる恐れのある工場 

■火薬、石油類、ガスなどの危険物貯蔵、処理の量がやや多い施設 

－ 

■劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客

席の部分の床面積の合計が２００㎡以上の

もの 

■キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 

■個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの 
 

※上表の内容については、「新曽第一地区地区計画の手引き」、「建築基準法」からの一部抜粋です。 

 

・特に原動機を使用する工場や自動車修理工場については、建築基準法より新曽第一地区地区計画に定め

る建築してはならない建築物の面積要件が厳しくなりますのでご注意ください。 

●例えば、作業場の床面

積が１００㎡の工場

は、建築基準法では建

築できますが、地区計

画の制限によって建

築できません。 

●例えば、作業場の床面積

が２００㎡の自動車修

理工場は、建築基準法で

は建築できますが、地区

計画の制限によって建

築できません。 

第７条 （１） の 1） 関係 にぎわい空間の形成 

※ここでは、協定第 7 条に規定された各ルール

の内容について個別に解説します。 

遵守ルール 
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本地区においては、にぎわい空間の形成を図るため「新曽第一地区地区計画」におい

て都市計画道路や駅前広場に面する建物について、1 階及び 2 階の使い方の制限が定め

られています。 

その制限を遵守し、駅前地区にふさわしい、にぎわいと魅力向上を目指した土地の有

効活用に努めてください。 

 

 

地区計画における建築物の 1 階及び 2 階の使い方について 

商業地域内 近隣商業地域内 
 

■都市計画道路、駅前広場に面する建物の 1 階

と 2 階の全部を商業・業務系用途とする 

 

■都市計画道路に面する建物の 1 階の全部と 2 階の

床面積の５０％以上を商業・業務系用途とする 

 

■ 1、2階部分を商業・業務系施設としてにぎわいを形成している例 
 

1 階 

都市計画道路 

2 階 

3 階 

商業店舗又は事

務所（50％以上）

＋集合住宅 

集合住宅 

商業店舗又

は事務所 

●低層部に店舗等を配置すると、

ショッピングや飲食のために

人々が行き交い、駅前地区とし

てのにぎわいが創出されます。 

第７条 （１） の 1） 関係 土地の有効活用 

1 階 

駅前広場・都市計画道路

2 階 

3 階 
商業店舗又

は事務所 

集合住宅 

商業店舗又

は事務所 
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４－２ 市街地整備に関する解説 

 
 

本地区においては、「新曽第一地区地区計画」において建築物の敷地面積の最低限度、

壁面の位置の制限、建築物等の高さの最低限度及びかき又はさくの構造について下記の

（1）～（5）に示す規定が設けられています。 

その規定を遵守し、中心地区づくりに寄与する市街地の形成に努めてください。 

（1）建築物の敷地面積の最低限度は２５０㎡としてください。 

（2）駅前広場並びに都市計画道路北戸田駅東口駅前通り 1 号線及び同 2 号線並びに

北戸田駅西口駅前通り 1 号線及び同 2 号線に接する敷地にある建築物の 1 階部

分の壁面若しくはこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は１．０ｍ以上

としてください。 

（3）建築物の高さの最低限度は１０m としてください。 

（4）壁面後退した部分には、かき又はさくは設けないでください。 

（5）壁面後退をしない道路に面する箇所にかき又はさくを設ける場合、構造は生け

垣、フェンスなどに類するものとしてください。ただし、基礎を構築する場合、

基礎の高さはＬ型側溝を基準として、高さは６０ｃｍ以下としてください。 

 

敷地面積の最低規模について 

・新曽第一地区地区計画決定前から、２５０㎡未満の土地を分割せずにそのまま使用する場合は建築

することができます。一方、分割した土地が２５０㎡未満の場合は、建築することができません。

【下図Ａ参照】 

・地区計画決定後、土地を分割して２５０㎡未満になる土地と、隣接する土地と一つの建築物の敷地

として使用する場合で２５０㎡以上となる土地は建築することができます。【下図Ｂ参照】 

 

 

【地区計画決定前】 【地区計画決定後】

250 ㎡未満

の土地 

100 ㎡未

満の土地 

150㎡未満

の土地 

建築できます。 

分割した土地が２５０㎡

未満となる場合、いずれも

建築できません。 

【地区計画決定後】

270 ㎡ 
250 ㎡ 

 

20 ㎡ 建築可 

二つの敷地を合

わせて２５０㎡

以上となるので

建築できます。

分割後の面積が

２５０㎡未満の

土地となるので

建築できません。 230 ㎡ 

20 ㎡ 

【分割後】 

250 ㎡以上 

250 ㎡未満

の土地 

250 ㎡未満

の土地 

建築可 

【一つの建築物の敷地として使用する場合】

図Ａ 

建築可 一つの敷地と

すると 

480 ㎡ 
250 ㎡ 

230 ㎡ 

建築可 

第７条 （２） の 1） 関係 中心地区づくり 

図Ｂ 

遵守ルール 遵守ルール 
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壁面に位置に関する制限について（駅前広場並びに都市計画道路に接する敷地） 

・1 階部分の壁面の位置を後退させると、ゆとりのある歩行者空間が確保され、歩行者、自転車

及び車いす等の通行が安全になります。また、壁面後退した敷地の地盤高は、道路境界線と同

等の高さにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

建築物等の高さの最低限度について 

・日当たり、風通しなどの良好な環境を形成し、住みやすさを保つために、建築物等の高さの最

低限度を定めています。 

・建築物の高さは、道路の中心の地盤面から屋根の上端まで及びパラペットの上端までを最低限

度を１０ｍとします。ただし、塔屋（パラペット）は建築面積の 8 分の１以下の場合に限り建

築の高さに含みません。 

 

 

歩行者、自転車及び車いす等

の安全な移動環境の確保 

壁面の後退 

1 階 

2 階 

3 階 

1 階 

2 階 

3 階 

塔

屋 

手すり 

パラペット 

パラペットの上端 建築面積の 8 分の１以

下の場合は高さに含み

ません。 

屋根の上端 

最低限度１０ｍ 

道路の中心 
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かき又はさくの構造について 

・壁面後退をしない道路に面する箇所にかき又はさくを設ける場合、その構造は、下図に示すパタ

ーン①～③のような生け垣、フェンスなどに類するものとしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・かき又はさくの構造の制限は、壁面後退をしない道路に面する箇所にかき又はさくを設ける場合

に対象となりますが、対象とならない箇所に設ける場合でも可能な限り上記パターンと同様の構

造となるよう努めてください。 
 

 

 

【かき又はさくの構造】 

【かき又はさくの構造例】 

●道路に面する敷地に沿って

生け垣を設けた例 

●６０ｃｍ以下の基礎の上部

に生け垣を設けた例 

●道路に面した敷地に沿って

フェンスを設けた例 

パターン①：生け垣 パターン②：６０ｃｍ以下の基礎の

上部に植栽 

パターン③：６０ｃｍ以下の基礎の

上部にフェンス 

道路 

道路に面していない

ので対象外ですが、

可能な限り同様の構

造としてください。 

生け垣等 

道路に面するかき又はさくが対象となります。

パターン① パターン② パターン③ 
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４－３ 交通・移動環境に関する解説 

 
 

「埼玉県福祉のまちづくり条例」では、次に示す生活関連施設において、建築物の出

入口、傾斜路、階段、敷地内の通路及び便所等の整備基準が定められています。 

本地区においても、だれもが安全・安心、快適に過ごせるよう、それらの基準を遵守

し、人にやさしい環境づくりに努めてください。 

 

 

「埼玉県福祉のまちづくり条例」における生活関連施設について 

区 分 
生活関連施設の例※ 

（整備基準の遵守が必要な施設） 

特定生活関連施設 

（「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づき届出

が必要な施設） 

建 築 物 

■有料老人ホーム 

■病院、診療所（患者を入院させるための施設がないものにあっては床面積の合計が 

２００㎡以上のものに限る） 

■銀行その他の金融機関の店舗 

■郵便局 

■ホテル、旅館等 ■床面積の合計が２００㎡以上のもの 

■コンビニエンスストア ■床面積の合計が１５０㎡以上のもの 

■物品販売業を営む店舗、飲食店 

■理髪店、美容院、クリーニング取次店、 

質屋、貸衣装屋、旅行代理店等 

■床面積の合計が２００㎡以上のもの 

■自動車車庫 

■工場、事務所 
■床面積の合計が５００㎡以上のもの 

■共同住宅、寄宿舎 ■床面積の合計が１，０００㎡以上のもの 

小規模建築物 

■床面積の合計が２００㎡未満の診療所、薬局、理髪店、美容院 

■床面積の合計が１５０㎡未満のコンビニエンスストア 

■床面積の合計が２００㎡未満の物品販売

業を営む店舗、飲食店、クリーニング取次

店、質屋、貸衣装屋、旅行代理店等 

■床面積の合計が１００㎡以上のもの 

路外駐車場 

■道路の路面外に設置される自動車の駐車

のための施設で一般公共の用に供される

もの 

■駐車の用に供する部分の面積が５００㎡

以上のもの 

 

※上表に示す生活関連施設の例は、本地区に立地が想定されるものを抜粋したものです。その他対象となる施設があります

ので、詳しくは「埼玉県福祉のまちづくり条例」を参照してください。 

 

第７条 （３） の 1） 関係 バリアフリー化 【埼玉県福祉のまちづくり条例の遵守】 遵守ルール 
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「埼玉県福祉のまちづくり条例」に規定される生活関連施設の整備基準は、つぎに掲

げるとおりとなっており、同条例に基づき必要な届出等を行ってください。 

 

（1）車いすを使用する方などが通行しやすいよう、敷地内の外部から客室、多機能トイ

レまでの経路では、段差をなくしスロープやエレベーター等を設けてください。 

（2）視覚に障害のある方が安全に通行できるよう、点状ブロックや線状ブロック等を敷

設してください。  

（3）車いすを使用する方などが利用できるよう、出入口の幅は８０ｃｍ以上としてくだ

さい。 

（４）傾斜路のこう配は１２分の 1 以下としてください。また、高さ７５ｃｍ以内ごと

に踊場を設けてください。 

（5）階段には手すりを両側に設けてください。け上げは１６ｃｍ以下、踏面は３０ｃｍ

以上を目安にしてください。 

（6）昇降機は、床面積の合計が２，０００㎡以上の建築物には昇降機のかごの奥行きを

１．３５ｍ以上としてください。また、乗降ロビーは水平とし、１．５ｍ角以上の

広さを確保してください。 

（7）便所は、床面積の合計が５００㎡以上の建築物等には多機能トイレを１以上設け

てください。また、オストメイト用設備を設けてください。多機能トイレ以外に

も高齢者、乳幼児を連れた人などが利用しやすいトイレを１以上設けてください。 

（8）駐車場は出入口に近い位置に設置してください。また、車いす使用者用駐車施設に

ついては、駐車総数が２００以下の場合は総数の２％、２００を超える場合は１％

＋２施設以上設けてください。 

 

埼玉県福祉のまちづくり条例には、この他にも生活関連施設の設計基準が設けられています。

詳しくはそちらをご覧ください。 

第７条 （３） の 1） 関係 バリアフリー化の整備基準 
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高齢者や障がい者の方が円滑に利用できる経路の確保について 

・「埼玉県福祉のまちづくり条例」における「利用円滑化経路」（段差をなくし、スロープやエレベ

ーターを設けることで高齢者、障がい者の方が円滑に利用できる経路のことをいいます。）を確保

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車いすを使用する方などが利用しやすい出入口の幅について 

・出入口の幅は有効で８０ｃｍ以上とし、また、主要な出入口については、１２０ｃｍ以上としてく

ださい。 

・出入口周辺においても、戸の前後に段差が無いことや、戸の外部の水平部分は車いすが回転可能な

十分なスペースを確保するなど、車イス使用者のスムースな移動を確保してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●床面積５００㎡以上のスーパーマーケットの例（『埼玉県福祉のまちづくり条例 設計ガイドブック』より）

●出入口の幅の寸法（『埼玉県福祉のまちづくり条例 設計ガイドブック』より）
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傾斜路の勾配等について 

・傾斜路の勾配、踊り場の設置以外にも次に示すような構造等としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●傾斜路の構造（『埼玉県福祉のまちづくり条例 設計ガイドブック』より） 
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階段の構造について 

・高齢者、障がい者等の円滑な利用に配慮し、段の構造をはじめ、階段の形状、手すりの設置、

段を容易に識別できるようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
多機能トイレの設置について 

・多機能トイレは性別に関係なく利用できる施設を使いやすい場所に設置してください。 

・多機能トイレが設置されていることを知らせるため、外部出入口の付近に案内表示を設置して

ください。 

・多くの人々が利用する建築物では、各階に多機能トイレを設置してください。 

 

 

 

●階段の形状例（○：良い例、×：良くない例）埼玉県福祉のまちづくり条例 設計ガイドブック』より）

●段の各部寸法（『埼玉県福祉のまちづくり条例 設計ガイドブック』より） 

●多機能トイレの配置例（『埼玉県福祉のまちづくり条例 設計ガイドブック』より）
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車道や歩道上に置き看板、ゴミ箱及び商品類等の障害物を放置することは、歩行者や

車いすの円滑な通行の妨げになるほか、事故を誘発したり、また、まちの美観という点

においても避けなければなりません。 

本地区の安全・快適な交通・移動環境を確保するため、このような障害物等を放置し

ないようにしてください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路上駐車や路上駐輪は、地区住民や駅利用者等にとって快適な移動環境を阻害するも

のです。また、交通渋滞や緊急車両の通行に支障をきたす可能性もあります。 

そのようなことを防ぐため、必要な駐車施設を設置するとともに、設置した駐車施設

の適切な維持管理、車両の誘導及びマナー徹底等に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 （３） の２） の１関係 安全・快適な交通・移動環境づくり 【道路・歩道等の使い方】 

 

第７条 （３） の２） の２関係 安全・快適な交通・移動環境づくり 【安全・快適な交通・移動環境の確保】 

 

●歩道にはみ出して置かれた看板例 

 

●駅前の歩道上に停められた自転車例 
 

●必要な駐車施設の確保と誘導例 

 

●歩道にはみ出して置かれた商品陳列例 

協力ルール 

協力ルール 
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壁面の位置の制限により前面道路から後退した部分については、地区のにぎわいを創

出するための有効な空間として活用したいところです。 

そこで、歩行者の通行の妨げになる巨大な看板や、危険を伴う鋭利なもの、老朽化し

たものなどは設置しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店舗やマンション等の前面に位置する道路が常に美しく保たれていることは、お客さ

んや住まい手にとって気持ちのいいことです。 

地区内の美しい街並み形成を図る上でも、前面道路の日常的な清掃活動を行うなど事

業者や住民の方々が協力して美化に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 （３） の３）関係 

 

第７条 （３） の２） の３関係 安全・快適な交通・移動環境づくり 【前面道路からの壁面後退部分の使い方】 

安全・快適な交通・移動環境づくり 【前面道路等の美化】 

 

●歩行者の妨げになるような看板類の例 

 

●地域住民等による道路の美化活動例 

みんなで協力して美

しい街並みをつくって

いければいいね… 

みんなで協力して美

しい街並みをつくって

いければいいね… 

協力ルール 

協力ルール 
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４－４ 公園・緑環境に関する解説 

 
 

戸田市宅地開発事業等指導条例に基づく緑化基準に基づく緑化基準を最低限度として、

華やかでうるおいある駅前空間の創出に努めてください。 

戸田市宅地開発事業等指導条例では、５００㎡以上の敷地を緑化の義務対象としていま

すが、本地区においてはその対象外となる場合についても可能な限り敷地内の緑化に努め

てください。 

特に駅前広場に面する場合は、花の咲く樹木やフラワーポットを設置するなど、華やか

な駅前空間となるよう努めてください。 

戸田市宅地開発事業等指導条例の緑化基準はつぎに掲げるとおりです。 

 

 

「戸田市宅地開発事業等指導条例」における緑化基準について 

（1） 設置する緑地の面積はつぎのとおりとしてください 
 

区 分 
500 ㎡以 上  

1,000 ㎡未 満  
1,000 ㎡以 上  

敷 地 面 積 に 対 す る  

緑 地 の 割 合  

(戸 建 分 譲 住 宅 を 除 く ) 
敷 地 面 積 の 6％ 以 上  敷 地 面 積 の 10％ 以 上  

 

（2）緑地は原則として地上部分の道路に面した位置に設けることとし、縁石又はコンクリー

トブロック等で明確に区画してください。また、地上部分への緑地設置が困難な場合は、

別に定める（「戸田市宅地開発事業等指導条例の技術基準」参照）について一定基準の

範囲内で屋上緑化や壁面緑化等特殊緑化とすることができます。 

（3）緑地内に工作物（受水槽、空調室外機、受電設備等）を設置する場合には、当該施設

の部分を緑地面積から除外してください。 

（4）緑地は、原則として４㎡当たり１．５m 以上の中高木 1 本及び１．５m 未満の低木 6

本の割合で植栽してください。（小数点以下の端数については、切り上げて整数としま

す。）ただし、中高木は本数の 2 分の 1 の範囲内で中高木 1 本につき低木２０本と置

き換えることができます。 

（5）緑地帯を設置することが困難な場所については、単独木として高木枝葉の水平投影面

積（緑地帯との重なり部分を除く）を緑地面積とすることができます。 

（6）市長が樹木の種類を指定した場合には、その樹木を植栽してください。また、中高木

については、緑量の多いものを選定してください。 

（7） 環境空間に設置する緑地については、みどり公園課・都市計画課と協議してください。 

 

 

 

 

第７条 （４） の 1）関係 華やかでうるおいある駅前空間の創出 【緑の配置】 協力ルール 
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緑地面積の算定について 

・戸田市宅地開発事業等指導条例に基づく緑化基準では、敷地面積が５００㎡以上のものに対

して基準を設けていますが、協定区域内においては、その規模未満であっても可能な限り敷

地内の緑化に努めてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・緑地帯は縁石等で区画された部分を緑地面積とし、緑地帯からはみ出した枝葉の部分は緑地面積

には算入できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・緑地帯以外の生け垣は、長さに幅を乗じた値を緑地面積とする。ただし、生け垣の幅は０．６ｍ

として算定してください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

・緑地帯以外の単独木は、樹高が３ｍ以上の高木については、緑地面積に加えることができます。樹

高に応じた緑地面積の目安は次のとおりです。 

樹  高 3ｍ以上 5ｍ未満 5ｍ以上 8ｍ未満 8ｍ以上 

緑化面積 3 ㎡ 5 ㎡ 8 ㎡ 

 

■敷地面積：５００㎡の場合 

■敷地面積の６％ 

  ＝５００×０．０６＝３０㎡ 

※原則として地上部分の道路に 

面した位置に設けてください。 

※原則として４㎡当たり１．５ｍ 

 以上の中高木１本及び１．５ｍ 

 未満の低木６本の割合で植栽 

 してください。 
 

●戸田市宅地開発事業等指導条例に基づく緑化基準のイメージ 

縁石等で区画された部分 ⇒ 

幅 0.6ｍ 

緑地面積＝L×0.6ｍ 

植栽延長＝L 

緑地面積 

植栽延長＝L 

縁石等 

緑地面積として 

算入する部分 

緑地面積には算入しない部分 
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屋上緑化部分 

10ｍ 

5ｍ 

壁面緑化部分 

 

・屋上、人工地盤上の緑化について、緑地としての効果を持つと認められる場合、屋上又は人工地盤

上を緑化した部分の 4 分の 3 の面積を緑地面積に加えることができます。 

・壁面の緑化について、緑地としての効果を持つと認められる場合、壁面を緑化した部分の  

2 分の 1 の面積を緑地面積に加えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑は人に安らぎや心地よさを与えてくれます。また、まちなかに緑が多く見られると、

まちの印象も良くなります。さらに地球環境への配慮にも寄与します。 

建物や敷地内を緑化するにあたっては、建物の壁面やベランダ及び屋上を利用した緑化

に努め、まちなかでうるおいを感じられるよう配慮してください。 

戸田市では、「戸田市建築物屋上等緑化奨励補助金制度」を設けていますので、緑化の際

には是非ご活用ください。 

 

 

「戸田市建築物屋上等緑化奨励補助金制度」の対象基準について 

・屋上緑化や壁面緑化を行う際には、可能な限り「戸田市建築物屋上等緑化奨励補助金制度」の

対象基準である次のようなものとしてください。 

（1）屋上緑化については 3 ㎡以上としてください。 

（2）ベランダ緑化については 1 ㎡以上としてください。 

（3）壁面緑化については 2 ㎡以上としてください。 

 

5 ㎡ 

5 ㎡ 

 

●屋上緑化の例 
 

●ベランダ緑化の例 
 

●壁面緑化の例 

第７条 （４） の２） の１関係 建物・敷地内緑化 【壁面・開口部等の緑化】 

緑地面積 ＝ 5 × 10 ×   ＝ 37.5 ㎡ 緑地面積 ＝（5＋5） ×   ＝  5 ㎡ 
3 

4 

1 

2 

協力ルール 
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緑は連続することによって、さらにその効果が高まると言われています。 

道路に面する宅地の接道部分において、可能な限り低木や地被植物等で緑化し、連続

する緑環境の確保に努めてください。 

戸田市では、「戸田市地区計画区域内生け垣設置補助制度」を設けていますので、生け

垣を設置する際には是非ご活用ください。 

 

 

「戸田市地区計画区域内生け垣設置補助制度」の対象基準について 

・生け垣を設置する際には、可能な限り「地区計画区域内生け垣設置補助制度」の対象基準で

ある次のようなものとしてください。 

（1）生け垣とする場合は、道路に面して長さを２m 以上としてください。 

（2）道路と敷地との境界線から５０cm 以内に植栽してください。 

（3）生け垣とする場合は、高さは地上８０cm 以上としてください。 

（4）列植とする場合は、１m につき２本以上植栽してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●生け垣の長さは、道路や通路などに面 

して２ｍ以上としてください。 

●道路等と敷地との境界線から５０ｃｍ 

以内に植栽してください。 

 

※要件を満たす場合、生け垣を設置する補

助が適用されます。 

１ｍにつき２本以上植栽 

高さ８０cm 以上 

●生け垣の設置例（戸田市地区計画区域内生け垣設置補助対象より） 

●生け垣の設置例（戸田市地区計画区域内生け垣設置補助対象より）

第７条 （４） の２） の２関係 建物・敷地内緑化 【敷地内の緑化】 協力ルール 
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樹木や花など自然の植物は、人の手入れが必要不可欠です。 

せっかく緑化した豊かな緑環境がいつまでも美しく保たれ、地区住民や地区を訪れる

人など誰もが心地よい緑を感じることができるよう、緑化後の適切な維持管理に努めて

ください。 
 

適切な維持管理について 

・歩行者等が安全かつ快適に歩くことができる街並みを創出していく上でも、歩道に生け垣等の枝葉

がはみ出さないよう緑化部の適切な維持管理を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

緑豊かなまちなみや憩いの場をいつまでも美しく保つため、地区内の公園の緑や街路

樹等の保全に努めて下さい。 

 

 

 

 

 

 

●定期的な生け垣や樹木等の剪定例 

第７条 （４） の３） の１関係 うるおいある緑環境の維持管理 【緑化部の維持管理】 

 

第７条 （４） の３） の２関係 うるおいある緑環境の維持管理 【公園・街路樹等の美化】 

 

●街路樹や公園の美化活動例 

●生け垣や樹木等の剪定は、所有

者あるいは管理者が責任を持っ

て行ってください。 

●地区住民や事業者の方々が協力

して美化活動に取り組むことは、

地域コミュニティの形成にも役

立ちます。 

歩道 車道 敷地内 

道路境界線 

生け垣 
歩道まで枝葉が

伸びて歩行者の

通 行 を 妨 げ た

り、危険であっ

たりする部分 
建築物 

歩道 車道 敷地内 

建築物 

生け垣 
適切に維持管理

され歩行者も安

全に歩くことが

できます。 

協力ルール 

協力ルール 
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４－５ 防犯・防災に関する解説 

 

 

 

樹木は延焼防止機能を有しており、都市防災の観点からも耐火性のある樹種を選定す

ることが安全・安心なまちづくりにつながります。 

緑化に際しては周囲の景観との調和を図りながら、耐火性を考慮した樹種の選定に努

め、地区の防災機能向上に配慮してください。 

 
 

 

耐火性の高い樹種について 

・耐火性が高いといわれている主な樹種は、サンゴジュ、ネズミモチ、ツバキ、セイヨウ

ツゲ、サカキ、マサキ、アオキ、ヤツデ、トベラなどがあります。  
 

 

 

 

●サンゴジュ 

 

●トベラ 

 

●ツバキ 

 

●マサキ（キンマサキ） 

 

●ネズミモチ 

 

●セイヨウツゲ 

第７条 （５） の１）関係 地区の防災機能を高める緑化等 【耐火性を考慮した樹種等の選定と適正な維持管理】 

協力ルール 
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通りから見通しがきかない場所があると、防犯的観点からは良くありません。 

地区内の防犯機能を向上させ、だれもが安全・安心に利用できるよう、建築物等の配

置及び形態について配慮してください。 

 

 

道路から視線をさえぎる塀や工作物について 

・道路側に高さのある塀等を設置すると、人の目が届かない場所が生まれるため、そのような塀等は

設置しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の形態と配置について 

・例えば、L 字タイプの建物を左下の図のように配置すると、通りから見通しがきかない場所ができ

てしまうため、同じ形態でも右下の図のように配置し、そのような場所がなくなるよう配慮してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部から容易に立ち入りできない工夫について 

・建築物の用途や方位等の条件から、やむを得ず道路から見通

しがきかない場所ができてしまう場合は、その場所に外部か

ら容易に立ち入りができないよう、施錠可能な門扉等を設置

してください。 

第７条 （５） の２） の１関係 地区の防犯機能向上 【建築物等の配置・形態】 

 

●施錠可能な門扉の例 

道路 

塀等 

建築物 

通りからの視線

高さのある塀等 建築物 

視線をさえぎる高さのある塀等は、人の目 

が届かない場所をつくってしまいます。 

協力ルール 
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建築物 
建築物 建築物 

 

 

 

夜間において防犯機能を高めることは、安全・安心な地区づくりにつながります。 

前面道路に接する敷地の延長が長くなる敷地内や暗がりが生じやすい駐車場などにお

いて、防犯に配慮した照明を設置し、夜間でも安心して過ごせる地区づくりに努めてく

ださい。 

 

 
接道延長が長い敷地内への防犯灯の設置について 

・マンション等敷地規模の大きな建築物の場合、敷地の接道延長が長くなるため、道路沿いに暗が

りが生じることを防止し、都市の防犯機能を高めてください。 

・道路に接する敷地の総延長が２５ｍ以上の場合、道路に面した敷地内に防犯灯（４０ワット以上

の蛍光灯又はこれらに類する照明施設）を、２５メートルに 1 基の割合で設置してください。た

だし、既存の道路照明灯、戸田市防犯灯がある場合は、市と協議してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

駐車場への防犯灯の設置について 

・駐車場は夜間の防犯対策が重要となる場所であり、防犯灯の設置は都市の防犯機能を高める上で

効果的です。 

・防犯灯の位置は、駐車する車両の安全性や防犯上の効果などを考慮してください。 

・敷地内に５台以上の自動車駐車施設を設置する場合、防犯灯（４０ワット以上の蛍光灯又はこれ

らに類する照明施設）を計画台数５台につき１基の割合で設置してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

道路 

道路 

道路に接する延長：３５ｍ 

防犯灯の設置間隔：２５ｍ 

敷地内に防

犯灯を設置 

5 台につき

1 基設置 

効 果 的 な 配 光

などにも配慮 

第７条 （５） の２） の２関係 地区の防犯機能向上 【防犯に配慮した照明等の設置】 

青色の光は

犯罪抑止効

果があると

言われる。 

道路 

道路に接する延長：５５ｍ 

２５ｍ ２５ｍ 

協力ルール 

駐車台数：10 台 

駐車場 
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市では「戸田市みんなでつくる犯罪のないまち条例」を制定して、地域社会の連帯意

識を高め、犯罪の防止に力を合わせて取り組み、安全で安心して生活ができる「犯罪の

ないまち戸田市」を目指しています。 

そこで、本地区においても、地区住民のみなさん及び事業者のみなさんと市が協働し

て、犯罪のない地域社会づくりを実現するため、防犯意識を高めながら協力して防犯活

動等に努めてください。 

また、マンション等の居住者のみなさんにも、掲示板等を活用しこれらを働きかける

よう努めてください。 

 
 

  第７条 （５） の３）関係 犯罪の少ない地域社会の実現 【戸田市みんなでつくる犯罪のないまち条例の遵守】 

 

●地域住民等による防犯パトロールの例 
 

●夜間における防犯パトロールの例 

遵守ルール 
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① 届出書類（様式集） 

 

第２２号様式（第１５条関係） 

地区まちづくり協定区域内における建築行為等届出書 
 

年   月   日 
 
  (あて先) 

   戸田市長 
 

住 所 
届出者 氏 名            

電話番号 
 

 下記のとおり、北戸田駅前地区地区まちづくり協定区域に係る建築等を行いたいので、戸田市都

市まちづくり推進条例施行規則第１５条第２項の規定により届け出ます。 
 

記 
 

1 行 為 の 場 所    戸田市                   

2 行為の着手予定日      年  月  日 

3 行為の完了予定日      年  月  日 

4 設計又は施工方法 

  (1) 開 発 行 為 ㎡  

(2) その他の土地の区画形質の変更 ㎡ 

(3) ア 行為の種別(建築物の建築・工作物の建設／設置) (新築・改築・増築・移転) 
建
築
物
の
建
築
又
は 

工
作
物
の
建
設
／
設
置 

イ 
設

計

の

概

要 
  届 出 の 部 分 届出以外の部分 合 計 

(ア)敷 地 面 積       

(イ)建築又は建築面 積       

(ウ)延 べ 面 積       

(エ)高 さ 地盤面から               ｍ 

(オ)用 途   

(カ)かき又はさくの構造   

(4)建築物等の用

途の変更 

ア 変更部分の面積                   ㎡ 

イ 変 更 前 の 用 途   

ウ 変 更 後 の 用 途   

(5)建築物等の形態又は意匠の変更 変更内容 

(6)その他地区まちづくり協定の内容に

係る行為 

  

 

備考 1 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

   2 地区まちづくり協定において定められている内容に照らして、必要な事項について記載すること。 

   3 この届出書には、位置図、建築計画の概要その他建築等が地区まちづくり協定に適合していることを確認で

きる書類その他市長が必要と認める書類を添付すること。 

   4 同一の土地の区域において２以上の種類の行為を行おうとするときは、届出書は１通とする。 

   5 地区まちづくり推進団体との協議の状況について、経過等を含めてできるだけ詳細に記載したものを添付す

ること。 
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第１号様式 
 
 

チェック日   年   月   日 
 

北戸田駅前地区 地区まちづくり協定チェックシート 

 

協定第７条に規定するルール 
種

別 
自己評価記入欄 

戸田市による

審査結果 

①地域のにぎわいと魅力向上を図るため、多様な人々

が利用できる店舗等を配置するなどできる限り土地

の有効活用に努める。 

 

遵
守   

②新曽第一土地区画整理事業と一体的なまちづくりを

進めながら、誰もが安全・快適・便利に生活し楽し

めるように、地区計画等、関連法規制等を遵守しな

がら中心地区づくりに努める。 
 

遵
守   

③埼玉県福祉のまちづくり条例（平成７年埼玉県条例

第１１号）に基づく各種整備基準を遵守し、建築物

の出入口、傾斜路、階段、敷地内の通路及び便所等

のバリアフリー化に努め、だれもが安全・安心、快

適に過ごせるよう、人にやさしい環境づくりに努める。 

  

遵
守   

④道路上に置き看板やゴミ箱及び商品類等は設置、放

置せず、安全・快適な交通、移動環境を確保する。 

 

協
力   

⑤安全で快適な交通、移動環境の実現のために、路上

駐車・駐輪等を防ぐために必要な駐車施設を設置し、

適切な管理や車両の誘導及びマナー徹底等に努める。 

 

協
力   

⑥にぎわいやうるおい創出のため、新曽第一地区地区

計画に規定する壁面の位置の制限により前面道路か

らの壁面後退部分を利用する場合においては、通行

の妨げになる巨大なもの、危険を伴う鋭利なもの老

朽化したもの及び倒壊の恐れのあるものなどは設置

せず、その他歩行者等に対する安全性確保に十分配

慮する。 

 
 
 

協
力   

⑦安全・快適な道路・移動環境を維持していくため、

日常的な前面道路の清掃等に協力し美化に努める。 

 

協
力   

⑧戸田市宅地開発事業等指導条例（平成２８年告示第

２２号）に基づく緑化基準を最低限度とし、同条例

による緑化基準の対象外となる場合も、可能な限り

敷地内緑化に努める。 

 

協
力   

⑨別図に定める駅前広場に面する側においては、華や

かでうるおいある駅前空間となるよう緑化に努める。 

 

協
力   

⑩まちなかでうるおいを感じられるよう配慮して、建

物の壁面、窓・バルコニー等の開口部及び屋上等を

活用して、できる限り緑化に努める。 

 

協
力   
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協定第７条に規定するルール 
種

別 
自己評価記入欄 

戸田市による

審査結果 

⑪緑化にあたっては、「戸田市建築物屋上等緑化奨励補

助金制度」や「フェルトガーデン戸田」の活用に努

める。 

 

協
力   

⑫連続する緑環境を確保するため、道路に面する宅地

の接道部分には、できる限り低木や地被植物等によ

る緑化に努める。 
 

協
力   

⑬緑化にあたっては、「戸田市地区計画区域内生け垣設

置補助制度」の活用に努める。 

 
協
力   

⑭うるおいある緑環境をいつまでも美しく保つため、

緑化部の適切な維持管理に努める。 

 

協
力   

⑮緑豊かなまちなみや憩いの場をいつまでも美しく保

つため、地区内の公園の緑や街路樹等の保全に努める。 

 

協
力   

⑯緑化等に際しては、周囲の景観との調和を図りなが

ら、耐火性を考慮した樹種の選定に努め、地区の防

災機能向上に配慮する。 

 

協
力   

⑰緑による防災機能を効果的に維持するため、緑化に

用いた緑の適正な維持管理に努める。 

 

協
力   

⑱人の目が届かない裏側や、見通しがきかない場所が

出来ないような建築物等の配置及び形態に配慮する。 

 

協
力   

⑲夜間における防犯機能を強化するため、暗がりが生

じないよう敷地内や駐車場内への照明施設の設置に

努める。 

 

協
力   

⑳「戸田市みんなでつくる犯罪のないまち条例」に基

づき、地区住民等及び事業者と行政が協働して犯罪

のない地域社会を実現するため、防犯意識を高めな

がら、協力して防犯活動等に努めるとともに、居住

者等にもこれらを働きかけるよう努める。 

 

遵
守   

 

※ 自己評価欄には建築行為等の計画内容と協定との整合性について出来るだけ詳しく記入して下さい。 

※ 建築等行為後の協力予定等についても適合項目として記入して下さい。
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第２号様式 

 
 

第       号 

年   月   日 

 
住 所 
 
氏 名 
 
 

戸田市長 
 
 
 

北戸田駅前地区地区まちづくり協定区域内における建築行為等届出に対する適合通知書 
 

 
 
  年  月  日付けで届出のあった内容については、戸田市都市まちづくり推進 

条例に基づく北戸田駅前地区地区まちづくり協定の規定に適合することを通知します。 
 
 
 

（記入例） 

 
 

（添付図書） ： 届出書等一式 
 
（そ の 他） ： １ 届出書の内容に基づき施工願います。 

２ 北戸田駅前地区地区まちづくり協定の趣旨を理解し、当該地区まち 
づくりの推進に協力願います。 

３ この適合通知日以後、届出書の内容に変更が生じた場合には、再度 
届出書を提出して下さい。 
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第３号様式 
 

 

第       号 

年   月   日 

 
住 所 
 
氏 名 
 
 

戸田市長 
 
 
 

北戸田駅前地区地区まちづくり協定区域内における建築行為等に対する要請書 
 

 
 

  年  月  日付けで届出のあった内容について、戸田市都市まちづくり推進条例 
に基づく北戸田駅前地区地区まちづくり協定の規定との適合を審査した結果、以下の事項につ 
いて建築計画等にできる限り反映することを要請します。 
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② 北戸田駅前地区地区まちづくり協定                     平成２５年２月１４日 策定 
 

（前文） 

この協定は、戸田市都市まちづくり推進条例（平

成１９年条例第１８号。以下「条例」という。）に基

づく「地区まちづくり推進団体」として活動してき

た「北戸田駅前地区まちづくり協議会」との協働に

より、戸田市が策定するものである。 

戸田市は、今後とも、地区住民等並びに事業者と

の協働により、協定の円滑な運用に努めるとともに、

「北戸田駅前地区 地区まちづくり構想」（以下「構

想」という。）に掲げるまちの将来像及びまちづくり

の目標の実現に向けて、その他必要な施策を検討し、

その推進に努める。 

（協定の名称） 

第１条 この協定の名称は、「北戸田駅前地区 地区ま

ちづくり協定」とする。 

（協定の位置づけ） 

第２条 この協定は、条例及び構想に基づく地区まち

づくりの推進に必要なルールを定めるものである。 

（協定の目的） 

第３条 この協定は、構想に基づき、次に掲げるまち

の将来像及びまちづくりの目標を実現することを目

的とする。 

（１）まちの将来像   

「活力、美力がいっぱいの、みんなで育む新たな北戸田」 

（２）まちづくりの目標 

 「地域の発展を支える新しい魅力・活力づくり」 

「安全・快適・便利な生活を実現する中心地区づくり」  

 「美しく快適な都市環境づくり」 

（用語の定義） 

第４条 この協定において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）美力 良好なまちなみ景観形成等による地域の

魅力・価値を高めるに値する、「まちの美しさ」を

表現した言葉をいう。 

（２）地区住民等 この協定の適用区域内に居住する

者及び土地又は建物に関する権利を有する者をい

う。 

（３）事業者 この協定の適用区域内で事業活動を行

う者及び行おうとする者をいう。 

（協定の適用区域） 

第５条 この協定は、別図に定める約１１．７ｈａの

区域を適用区域とする。 

（協定の対象者） 

第６条 前条の規定による適用区域において、次に掲

げる建築等（鉄道施設に係る建築行為等を除く。）を

行う地区住民等及び事業者とする。 

（１）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２

条第１３号の建築物の建設 

（２）都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４

条第１２項の開発行為その他の土地の区画形質の

変更 

（３）工作物（建築基準法に規定する建築物を除く。）

の建設 

（４）建築物等の用途の変更 

（５）建築物又は工作物の形態の変更 

（６）その他この協定の内容に係る行為 

 

 

（地区まちづくり協定） 

第７条 地区まちづくり協定は、次に掲げる内容とする。 

（１）土地利用 

  １）にぎわい空間の形成 

   １ にぎわい空間の形成 

ａ．地域のにぎわいと魅力向上を図るため、多様

な人々が利用できる店舗等を配置するなどで

きる限り土地の有効活用に努める。 

（２）市街地整備 

  １）中心地区づくり 

   １ 中心地区づくり 

ａ．新曽第一土地区画整理事業と一体的なまちづ

くりを進めながら、誰もが安全・快適・便利

に生活し楽しめるように、地区計画等及び関

連法規制等を遵守しながら中心地区づくりに

努める。 

（３）交通・移動環境 

  １）バリアフリー化 

   １ 埼玉県福祉のまちづくり条例の遵守 

ａ．埼玉県福祉のまちづくり条例（平成 7 年埼玉

県条例第１１号）に基づく各種整備基準を遵

守し、建築物の出入口、傾斜路、階段、敷地

内の通路及び便所等のバリアフリー化に努め、

だれもが安全・安心、快適に過ごせるよう、

人にやさしい環境づくりに努める。 

  ２）安全・快適な交通・移動環境づくり 

   １ 道路・歩道等の使い方 

ａ．道路上に置き看板、ゴミ箱及び商品類等は設

置、放置せず、安全・快適な交通、移動環境

を確保する。 

  ２ 安全・快適な交通・移動環境の確保 

ａ．安全で快適な交通、移動環境の実現のために、

路上駐車、路上駐輪等を防ぐために必要な駐

車施設を設置し、適切な管理や車両の誘導及

びマナー徹底等に努める。 

３ 前面道路からの壁面後退部分の使い方 

ａ．にぎわいやうるおい創出のため、新曽第一地

区地区計画に規定する壁面の位置の制限によ

り前面道路からの壁面後退部分を利用する場

合においては、通行の妨げになる巨大なもの、

危険を伴う鋭利なもの老朽化したもの及び倒

壊の恐れのあるものなどは設置せず、その他

歩行者等に対する安全性確保に十分配慮する。 

３）安全・快適な交通・移動環境の維持管理 

   １ 前面道路等の美化 

ａ．安全・快適な道路、移動環境を維持していく

ため、日常的な前面道路等の清掃等に協力し

美化に努める。 

（４）公園・緑環境 

  １）華やかでうるおいある駅前空間の創出 

１ 緑の配置 

ａ．戸田市宅地開発事業等指導条例（平成２８年

告示第２２号）に基づく緑化基準を最低限度

とし、同条例による緑化基準の対象外となる

場合も、可能な限り敷地内緑化に努める。 
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ｂ．別図に定める駅前広場に面する側においては、

華やかでうるおいある駅前空間となるよう緑

化に努める。 

２）建物・敷地内緑化 

   １ 壁面・開口部等の緑化 

ａ．まちなかでうるおいを感じられるよう配慮し

て、建物の壁面、窓・バルコニー等の開口部

及び屋上等を活用して、できる限り緑化に努

める。 

ｂ．緑化にあたっては、「戸田市建築物屋上等緑化

奨励補助金制度」や「フェルトガーデン戸田」

の活用に努める。 

２ 敷地内の緑化 

ａ．連続する緑環境を確保するため、道路に面す

る宅地の接道部分には、できる限り低木や地

被植物等による緑化に努める。 

ｂ．緑化にあたっては、「戸田市地区計画区域内生

け垣設置補助制度」の活用に努める。 

  ３）うるおいある緑環境の維持管理 

   １ 緑化部の維持管理 

ａ．うるおいある緑環境をいつまでも美しく保つ

ため、緑化部の適切な維持管理に努める。 

２ 公園・街路樹等の美化 

ａ．緑豊かなまちなみや憩いの場をいつまでも美

しく保つため、地区内の公園の緑や街路樹等

の保全に努める。 

（５）防災・防犯 

  １）地区の防災機能を高める緑化等 

１ 耐火性を考慮した樹種等の選定と適正な維持管理 

ａ．緑化等に際しては、周囲の景観との調和を図

りながら、耐火性を考慮した樹種の選定に努

め、地区の防災機能向上に配慮する。 

ｂ．緑による防災機能を効果的に維持するため、

緑化に用いた緑の適正な維持管理に努める。 

  ２）地区の防犯機能向上 

   １ 建築物等の配置・形態 

ａ．人の目が届かない裏側や、見通しがきかない

場所が出来ないような建築物等の配置及び形

態に配慮する。 

２ 防犯に考慮した照明等の設置 

ａ．夜間における防犯機能を強化するため、暗が

りが生じないよう敷地内や駐車場内への照明

施設の設置に努める。 

  ３）犯罪の少ない地域社会の実現 

   １戸田市みんなでつくる犯罪のないまち条例の遵守  

ａ．戸田市みんなでつくる犯罪のないまち条例（平

成１５年条例第３１号）に基づき、地区住民

等及び事業者と行政が協働して犯罪 

のない地域社会を実現するため、防犯意識を

高めながら、協力して防犯活動等に努めると

ともに、居住者等にもこれらを働きかけるよ

う努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協定の遵守） 

第８条 地区住民等及び事業者は、第３条の規定による協

定の目的を実現するため、協定を遵守する。 

（地区まちづくり活動への参加） 

第９条 地区住民等及び事業者は、地区まちづくりの推進

のために、地区まちづくり活動への積極的な参加や協

力に努める。 

（協定の手続） 

第１０条 第６条の規定による協定の対象者は、同条の規

定による建築行為等を行う場合、当該建築行為等に係

る法令（条例及び規則を含む。）に基づく確認、認定若

しくは許可を申請しようとする日又は当該建築行為等

に着手しようとする日のうち最も早い日の３０日前ま

でに、戸田市都市まちづくり推進条例施行規則（平成

１９年規則第２６号。以下「規則」という。）第１５条

に規定する建築行為等届出書（第２２号様式）により、

市長へ届け出なければならない。 

（協定の変更又は廃止） 

第１１条 市長は、対象となる地区住民等及び事業者の多

数の理解を得ている場合、この協定の内容を変更又は

廃止することができる。ただし、規則第１７条の規定

による軽微な変更にあっては、この限りではない。 

2 市長は、協定の変更又は廃止に当たり、対象となる地

区住民等及び事業者に当該変更案又は廃止案に関する

情報の公表及び周知を行い、当該地区住民等及び事業者

の理解を得るよう努める。 

（その他） 

第１2条 この協定の運用にあたっては、協定の適正かつ

公正な運用を図るため、北戸田駅前地区地区まちづくり

協定の手引書を別に定める。 

＜附則＞ 

本協定は、平成２５年４月1日より施行。 

＜附則＞ 

本協定は、平成２９年１月1日より施行。 

別図
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③ 北戸田駅前地区地区まちづくり構想                   平成２２年３月２６日 策定 
 

1 まちづくり検討地区 

本構想の対象範囲となるまちづくり検討地区は、

下図に示す区域（約１１.７ha）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地区まちづくりの理念 

北戸田駅前地区の地区まちづくりを進めるにあた

って、まちづくりの理念をつぎのように定めます。 

『商業機能や居住機能等を有する新しい生活拠点の

にぎわいと、個性と魅力ある美しいまちなみを、み

んなでつくり、育んでいきます。』 

 

３ 将来像 

地区まちづくりの理念を踏まえ、北戸田駅前地区

の将来像を次のように掲げます。 

『活力、美力がいっぱいの、みんなで育む新たな北戸田』 

北戸田駅前地区は、戸田市や地域の発展をけん引

する拠点地区としての役割を担っています。 

そのため、安全・安心、快適・便利なまちとして

多様な人々が集い活力にあふれ、また、地域の魅力・

価値を高める美力にあふれるまちづくりを、地区住

民をはじめ、事業者や駅利用者など、みんなで考え

創り続けていくことが必要です。 

 

4 地区まちづくりの基本目標 

■地域の発展を支える新しい魅力・活力づくり 

○地域の魅力を高め、生活を豊かにするにぎわい

空間づくり 

○地域の発展を促進する、活力あるまちづくり 

○みんなで考え創り続けるまちづくり 

■安全・快適・便利な生活を実現する中心地区づくり 

○駅前の立地特性を活かした、土地の有効活用に

よる顔づくり 

○安全・安心に暮らし、過ごせる環境づくり 

○快適・便利に生活できる環境づくり 

 

 

 

 

 

■美しく快適な都市環境づくり 

○美しく魅力的なよそおいによる、新たな景観づくり  

○人と環境にやさしいまちづくり 

○緑などのうるおい空間づくり 

 

５ 地区まちづくりの基本方針 

北戸田駅前地区のまちづくりの基本方針を次のよう

に定めます。 

①土地利用 

・土地区画整理事業、北戸田駅東一街区市街地再開

発事業、新曽第一地区地区計画による、駅前にふ

さわしいにぎわいと活力を生む土地利用の推進 

・地域の発展を促す土地の有効活用（一定の高度利

用等） 

・地域の拠点としての活力ある商業業務環境の充実

（用途の制限等） 

②市街地整備 

・一体的なまちづくりのための土地区画整理事業の

推進 

・北戸田駅東一街区における市街地再開発事業の円

滑な推進 

・新曽第一地区地区計画の適切な運用による良好な

市街地の形成 

・建築物等の不燃化、耐震化による災害に強い市街

地の形成 

・駅を中心としたにぎわい空間の形成 

③交通・移動環境 

・バリアフリー化など、都市活動が安全・快適に営

まれる移動環境の形成 

・人や自転車の通行に配慮した安全・快適な交通環

境づくりの促進 

・地域ぐるみで進める安全・快適な交通・移動環境

の適切な維持管理の促進 

④公園・緑環境 

・土地区画整理事業により配置される公園・緑地の

整備推進 

・花いっぱい、緑がいっぱいの顔となる駅前広場空

間の確保 

・安全性・メンテナンス性に配慮した街路樹等の設

置促進 

・環境空間における緑豊かな憩いのある空間の確保  

・まちなみにうるおいを与える宅地内緑化等の推進  

・道路に面する宅地の接道部分を活用した緑化の促

進 

・地域ぐるみで進める公園、街路樹などの適切な維

持管理の促進 
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⑤景 観 

・駅前広場および主要な沿道のゆとりある空間確保  

・まちなみ景観形成に係るルールに基づく質の高い

都市景観形成 

・建築物、工作物、屋外広告物などの色彩や形態に

対する適切な誘導によるまちなみ景観の向上 

・まちなみの魅力や美しさをより効果的に演出する

夜間景観の形成 

・効果的な景観誘導施策の導入検討と適切な運用 

⑥防災・防犯 

・防災的視点を取り入れた道路・公園等の整備 

・延焼防止効果を高める緑化の推進 

・死角をつくらない建築物等の配置誘導および夜間

の防犯対策 

・地域で支える防犯活動の充実 

⑦まちづくりの進め方 

・協働のまちづくり推進のための仕組みづくりと実

践 

・活力・美力づくりのための具体的施策等の検討・

推進 

・まちづくり組織等による住民主体で進めるまちづ

くりの推進 

・地域活動、イベント等を通じた地域コミュニティ

の醸成 

・地域間の連携による交流促進とまちづくり意識の

高揚 

 

６ まちづくりのゾーン・エリア別方針 

本地区を、まちの特性に応じＡ～D の4つのゾー

ン及びＥ～Ｇの3つのエリアに区分します。 

各ゾーン・エリアでは、次に掲げる方針に基づき

まちづくりを進めていきます。 

Ａ 北戸田にぎわい中心ゾーン 

本地区の中心的役割を担う駅東西駅前広場に面す

るゾーンで、本地区の顔にふさわしい活気、にぎわ

いを創出するとともに、一定の統一感をもった美し

く高質なまちなみの形成を積極的に図っていきます。 

駅前広場と一体的に花や緑にあふれるうるおいあ

る空間形成を図っていきます。 

Ｂ 駅前シンボルロードゾーン 

駅前から放射状に伸びる本地区のシンボル的な沿

道ゾーンで、Ａゾーンとの関連に配慮しながら、象

徴的・連続的なまちなみの形成を図っていきます。 

街路樹や沿道に面する敷地内の緑化、オープンス

ペースの確保など、ゆとりある沿道空間の確保に努

めていきます。 

地区内及び駅への主要な入口となる部分について

は、当該地区へのゲートとしてまちかどの修景を検

討していきます。 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 環境空間プロムナードゾーン 

本市の重要な緑の軸として位置づけられているＪ

Ｒ鉄道両側に確保された環境空間は、地区の生活環

境の保全を図るためのうるおいある緩衝地帯として、

かつ、北戸田駅への歩行者の安全で快適なアプロー

チを確保するとともに、隣接するゾーンとの関連性

に配慮し、にぎわいある空間形成を図っていきます。 

また、高架下空間については、地域の魅力向上に

資する有効な利活用を検討しながら、調和ある空間

形成を図っていきます。 

Ｄ 笹目川左岸プロムナードゾーン 

笹目川左岸沿川景観づくり推進地区との連続性に

配慮し、水辺の雰囲気や開放的な河川空間を大切に、

商業地としてのにぎわいと土地の有効活用に配 

慮しながら、水辺の景観に調和する地域住民や市

民に親しまれるまちなみの形成を図っていきます。 

Ｅ 市街地再開発事業推進エリア 

北戸田駅東１街区第一種市街地再開発事業を推進

し、生活関連施設や都市型住宅などの複合機能を有

する施設整備による北戸田駅前地区の拠点を形成し

ていきます。 

低層部は地区の魅力を発信する商業業務系施設の

積極的配置を図りながら、地区住民等の生活利便の

向上を図っていきます。 

Ｆ 駅前商業エリア 

地区の魅力、価値を高められるような商業業務環

境の形成を積極的に推進していくとともに、利便性

の高い都市型居住地の形成を図っていきます。 

一体感のあるまちなみを創出するとともに、活気

とにぎわいを感じられる生活環境の形成を図ってい

きます。 

Ｇ 駅前近隣商業エリア 

Ｆエリアとの連続性に配慮し、生活関連施設や都

市型住宅等の立地を促進しながら、面的に広がりの

感じられる良好な生活・商業業務環境の形成を図っ

ていきます。 
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